
　　

　○　医療病床転換助成事業の概要 　＜根拠法＞高齢者の医療の確保に関する法律附則第２条

　

　

医療療養病床転換助成事業について

転換

＜対象となる転換先施設＞
①介護医療院（日常的な医学管理、看取り、生活施設） 【H30新設】

②ケアハウス

③介護老人保健施設

④有料老人ホーム

⑤特別養護老人ホーム

⑥ショートステイ用居室（特別養護老人ホームに併設されるものに限る）

⑦認知症高齢者グループホーム

⑧小規模多機能型居宅介護事業所

⑨複合型サービス事業所

⑩生活支援ハウス

⑪賃貸住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条の規定に登録

されているものに限る）

＜基準額＞※１床当たり
○改修 ５０万円

（躯体工事に及ばない室内改修（壁撤去等））

○改築 １２０万円

（既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備）

○創設 １００万円

（既存の施設を取り壊さずに、新たに施設を整備）

＜負担割合＞

補助基準額のうち

国 １０／２７

県 ５／２７

被用者・国保保険者支援

金１２／２７

＜対象となる病床＞
①医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床（介護療養病床

を除く。）

②医療法第７条第２項第５号に規定する一般病床のうち、療養病

床とともに同一病院（又は同一診療所）内にあり、当該療養病床と

ともに転換を図ることが合理的であると考えられるもの

医療の必要性

参考資料５

【問い合わせ先】
　大分県福祉保健部国保医療課　
  電話：097-506-2764


